
主務大臣（農林水産大臣、経済産業大臣等）が、

農商工等連携事業・支援事業の認定基準等を策定

中小企業者（商工業者に限る）と農林漁業者が共同で新

商品の開発等に取り組む事業計画を作成

○新商品開発等に対する補助

○中小企業信用保険法の特例

○小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

○農業改良資金助成法等に基づく貸付対象を中小企業者へ

拡大。償還期間・据置期間を延長。

○設備投資減税制度の創設（７％の税額控除又は３０％の

特別償却 ）

一定の要件を満たす公益法人又はＮＰＯが、

農商工連携事業に取り組む事業者等に対す

る指導・助言等の支援を行う計画を作成

農商工等連携事業計画農商工等連携事業計画

目的：中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の経営の改善

○研修・専門家派遣等に対する補助

○中小企業信用保険法の特例（事業計画の認

定を受けた公益法人又は特定非営利活動法

人は、中小企業信用保険の対象になる。）

農商工等連携支援事業計画農商工等連携支援事業計画

目的：中小企業者と農林漁業者との交流機会の

提供、中小企業者又は農林漁業者に対

する農商工等連携事業に関する指導、助

言、その他の中小企業者と農林漁業者と

の有機的連携の支援

支援措置

支援措置

申請 認定 申請 認定

農商工等連携促進法が支援する二つの事業スキーム

基本方針
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農商工等連携促進法における支援の流れ

連携して
新事業展開に

取り組む
中小企業者と
農林漁業者

設備投資／生産・販売・需要開拓試作品開発／展示会出展等

小規模企業者等設備導入資金、
農業改良資金等（無利子資金） 債務保証

農商工連携
に対し指導・助言等の
支援を行うＮＰＯ，

公益法人
指導、アドバイス、セミナー開催等

信用保証の対象

事業計画作成

農政局・
経産局等
が認定

事業計画作成

【①事業者への支援】

【②支援機関への支援】

ハンズオン支援事務局（中小企業基盤整備機構九州支部）
各地域ブロック１０箇所に支援体制を整備し、専門家によるきめ細かな支援を実施

農政局・
経産局
が認定

（注） 部分は法律認定による支援

農商工等連携対策支援事業（連携体
構築支援事業（支援機関型））
○研修、専門家派遣等の経費を補助

農商工等連携対策支援事業（事業化・市
場化支援事業）
○新商品開発等の経費の 一部を補助

低利融資

食料産業クラスター協議会（食農連携促進事業）
全国４９ヵ所の地域食料産業クラスター協議会において、地
域の食品メーカー等の中小企業者と農林漁業者との連携を
図るための出会いの場の設定や、地域の農林水産物を活用
した新商品の開発・販路拡大を支援（経費の一部を補助）

経
営
の
改
善

農
商
工

連
携
支
援

地域力連携拠点
商工会、商工会議所、県中央会、県中小企業支援
センター、ＪＡ，ＪＡ中央会など、全国３２７箇所の地
域連携拠点が、経営相談や専門家派遣を行う

設備投資減税

農商工等連携対策支援事業（連携
体構築支援事業（連携事業者型））
○連携体の形成のための経費の
一部を補助

食農連携促進施設整備事業
○加工施設整備等の経費の一部を補助


